
 
 
 
 

災害時における包括連携協定の締結について 

 
１ 協定の目的 

災害時における包括的な連携及び協力に関する基本的な枠組みを定め、災害応急対策の円滑

な実施を図ることを目的として、株式会社マイヤ、太平洋セメント株式会社大船渡工場、橋爪

商事株式会社、東北汽船港運株式会社、社会福祉法人成仁会との間で、協定を締結します。 

 

２ 締結式 

⑴ 日 時  令和８年５月 29 日（金）午後３時 30 分 

⑵ 場 所  大船渡市役所 議員控室（２階） 

⑶ 出席者 

・ 株式会社マイヤ 

・ 太平洋セメント株式会社大船渡工場 

・ 橋爪商事株式会社 

・ 東北汽船港運株式会社 

・ 社会福祉法人成仁会 

 

３ 協定の概要 

災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に、市と株式会社マイヤ、太平洋セメント株式

会社大船渡工場、橋爪商事株式会社、東北汽船港運株式会社、社会福祉法人成仁会は、災害応

急対策の実施に関し、相互に緊密な連携を図りながら、それぞれの有する資源を有効に活用し

て協力するものとし、連携及び協力の内容については、各当事者の専門性その他の特性及び要

請内容に応じて協議の上、定めます。 
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令和８年５月 26 日（火） 
担当：総務部危機防災対策課 
   （内線 239） 


